
村立小中学校ネットワークアセスメント業務委託仕様書案 

 

 
１．委託番号及び名称 

   委託番号：第６０号 

   委託名称：ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業 

令和７年度施工 村立小中学校ネットワークアセスメント業務委託 

 

２．委託期間 

   令和７年９月１７日 から 令和７年１２月３１日 まで 

 

３．業務目的 

  本業務は、文部科学省が提示する 「学校規模ごとの当面の推奨帯域」の実現に向け、通信ネットワークに係

るトラブル事象を可能な限り未然に防ぎ、児童生徒が安定したネットワーク環境の下、ICT を活用した学習を

行えることを目的にしたネットワーク環境の評価 （アセスメント）を行うものである。また、ネットワークに

関する課題を明らかにし、課題解決に向けた改善案の提示を行うものである。 

 

４. 業務対象校 

 学校名 所在地 

1 西郷村立熊倉小学校 西郷村大字熊倉字折口原３３番地１ 

2 西郷村立小田倉小学校 西郷村大字小田倉字原中１８９番地 

3 西郷村立米小学校 西郷村大字米字向山５９番地１ 

4 西郷村立西郷第一中学校 西郷村大字熊倉字火打山５番地 

5 西郷村立西郷第二中学校 西郷村大字小田倉字上野原４５９番地１ 

 

６．業務内容 

  受託する業務内容については、下記の通りとする。 

  （１）調査内容 

     受託者は、下記内容の調査を行い、ネットワーク環境における評価をする。 

調査項目 調査内容 

セッション/コネクション調査 通信コネクションの計測 

無線調査 

電波強度の安定性を計測 

ローミングの有無、異常の調査 

無線チャンネル推移の調査 

体感値調査 活用しているサイトのロードタイム調査 

スループット調査 

可用帯域幅の計測 

速度計測サイトを利用した速度計測 

ＬＡＮ速度調査（無線通信） 

ＷＡＮ調査 

観測対象までのＩＳＰ経路状況の調査 

観測対象までのレイテンシの計測 

観測対象までのジッター値の計測 

観測対象までのレスポンスタイムの計測 

観測対象間のパケットロス値の計測 

※指定：BBIX 株式会社「ネットワークアセスメント（OCX 光インターネット） スタンダード」 

 

 

 



（２）機器の設置等 

      滞りなく業務を履行するために、受託者は事前に測定機器の設定を行うこと。また、測定対象校に

対して、測定機器の搬入・開梱・設置・撤去を行うこと。 

    

   （３）調査時の留意事項 

    （ア）各施設内で調査を行う際は、授業等の妨げにならないよう十分配慮すること。 

     （イ）機器の設置及び、撤去等、ネットワークの切断が想定される場合は、事前に委託者と協議するこ 

と。 

     （ウ）ネットワーク機器の設定変更を行う場合、設定変更内容及び、設定変更手順を委託者と協議する 

こと。 

     （エ）受託者は、万が一、ネットワーク機器の設定変更等を行った際、業務に影響を与える障害が発生 

した場合は、速やかに対処にあたること。 

 

（４）調査結果のまとめと改善案の提示 

      アセスメントの結果を項目の内容に沿って段階評価を行い、結果を学校ごとにレポートにまとめ、

提出すること。また、調査結果に基づき改善案の提示を行うこと。 

 

７．その他 

  （１）本業務は、本仕様書に基づき実施すること。 

  （２）委託者と十分協議を行い、現状の課題、解決策を提示するものとする。 

   （３）本業務を円滑、安全かつ適切に実施するため、受託者は信頼性を確保し、万全な体制で業務を実施す 

ること。 

  （４）当村の情報セキュリティーポリシーを遵守すること。また、関係法令及び条例を遵守すること。 

   （５）本業務の全体の業務状況を総合的に管理し、各業務間の相互調整を適切に実施するため、適切な人員 

を配置し、現場責任者を設け、調査中、委託者及び学校と連絡が可能な体制を構築すること。 

   （６）本業務のネットワーク環境調査および評価は、文部科学省が示すネットワークアセスメントの指針に 

従って行うこと。また、アセスメントにあたっては、第三者的な視点を持って行うこと。 

   （７）受託者は、関係者のプライバシーを遵守すること。また、業務の実施により知り得た各種情報につい 

ては、その取扱いを厳重に行い、第三者に漏洩することのないようにすること。契約終了後又は解除 

後においても守秘義務を負うものとする。 

  （８）学校内での作業については、委託者及び学校と打ち合わせのうえ、日程調整を行うこと。 

   （９）本仕様書に定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本業務履行上必要な基本事項に変更の必要が認

められた場合、委託者と受託者間の双方協議のうえ決定すること。 

  (10） 現地作業を行わなくても対応できるものは、リモート環境下で作業を行うことができるものとする。 


